
個 人 会 員 規 定 

 
（入会の資格） 

１．細則第１条の定めによりこの連盟の個人会員は､次のとおりとする。 
本連盟事業に参加を希望する１８歳以上の北海道在住者（但し､加盟倶楽部会員を除く） 

（入会の申込） 
２．個人会員としてこの連盟に入会しようとするときは、下記の書類を提出しなければならない｡ 

（１）本連盟所定の加盟申請書 
（２）住民票 
（３）（財）日本ゴルフ協会の会員はその会員証の写し 
（４）前号の外、連盟が求める資料 

（入会の決定） 
３．個人会員の入会は常務理事会がこれを決定する｡ 

（入会の日時） 
４．個人会員の入会日は常務理事会が入会を決定した日とする｡ 

（会員の資格） 
５．入会の承認を受けた者は、直ちに入会金及び当該年会費を納入しなければならない｡ 

（入会金） 
６．入会を認められた個人会員は下記の入会金を納入しなければならない｡ 

入会金  5,000 円（但し、ＪＧＡ個人会員は免除） 
いったん納入された入会金は、返還しない 

（会 費） 
７．個人会員は下記の年会費を納入しなければならない｡ 

年会費  10,000 円 
いったん納入された年会費は、返還しない 

（会員の届け出義務） 
８．個人会員は、次の号に該当するときは、速やかに届け出なければならない｡ 

（１）住所等の変更があったとき 
（会員の資格の喪失） 

９．個人会員は､次の事由によってその資格を喪失する｡ 
（１）退会したとき 
（２）北海道以外の地域に住所を変更したとき 
（３）加盟倶楽部会員になったとき 
（４）禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき 
（５）死亡又は失踪宣告を受けたとき 
（６）除名されたとき 

（除 名） 
１０．会員が次の各号の一つに該当するときは、常務理事会に於いてこれを除名することができる｡ 

（１）この連盟の名誉を傷つけ、又はこの連盟の目的に違反する恐れがあるとき、及び違反する 
   行為があったとき 
（２）この連盟の会員としての義務に違反したとき 
（３）会費または諸経費を滞納したとき 
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北海道ゴルフ連盟

会 長 吉 野 次 郎 殿

北海道ゴルフ連盟個人会員申込書

私は、このたび貴連盟の趣旨に賛同し個人会員として入会の申し込みをいたします。

推薦者は、個人または団体とする。

　　(1) 個人は北海道ゴルフ連盟加盟倶楽部のメンバーであること。
　　(2) 団体は既存のゴルフコース及び練習場であること。

手続き方法

　　申込者は推薦者に署名・捺印してもらい、住民票を添付し北海道ゴルフ連盟に
　　提出すること。

入会は会員規定に従い審査の上決定し、ご通知致します。

推 薦 者


